
○建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建

築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土

交通大臣が定める基準を定める件 

（平成十八年九月二十九日） 

（国土交通省告示第千百七十三号） 

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百三十七条の四の三第三号の

規定に基づき、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された

建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が

定める基準を次のように定める。 

建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された建築材料

を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が定

める基準を定める件 

建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百三十七条の四の三第三号の

規定に基づき、建築材料から石綿を飛散させるおそれがないものとして石綿が添加された

建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置について国土交通大臣が

定める基準は、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二十八条の二第一号及び第

二号に適合しない建築材料であつて、人が活動することが想定される空間に露出している

もの（以下「対象建築材料」という。）に対して、次の各号のいずれかに掲げる措置を講

じるものとする。 

一 次のイからヘに適合する方法により対象建築材料を囲い込む措置 

イ 対象建築材料を板等の材料であって次のいずれにも該当するもので囲い込むこと。 

（1） 石綿を透過させないものであること。 

（2） 通常の使用状態における衝撃及び劣化に耐えられるものであること。 

ロ イの囲い込みに用いる材料相互又は当該材料と建築物の部分が接する部分から対象

建築材料に添加された石綿が飛散しないよう密着されていること。 

ハ 維持保全のための点検口を設けること。 

ニ 対象建築材料に劣化又は損傷の程度が著しい部分がある場合にあつては、当該部分

から石綿が飛散しないよう必要な補修を行うこと。 

ホ 対象建築材料と下地との付着が不十分な部分がある場合にあつては、当該部分に十

分な付着が確保されるよう必要な補修を行うこと。 

ヘ 結露水、腐食、振動、衝撃等により、対象建築材料の劣化が進行しないよう必要な

措置を講じること。 

二 次のイからニに適合する方法により対象建築材料に添加された石綿を封じ込める措置 

イ 対象建築材料に建築基準法第三十七条第二項に基づく認定を受けた石綿飛散防止剤



（以下単に「石綿飛散防止剤」という。）を均等に吹き付け又は含浸させること。 

ロ 石綿飛散防止剤を吹き付け又は含浸させた対象建築材料は、通常の使用状態におけ

る衝撃及び劣化に耐えられるものであること。 

ハ 対象建築材料に石綿飛散防止剤を吹き付け又は含浸させることによつて当該対象建

築材料の撤去を困難にしないものであること。 

ニ 第一号ニからヘまでに適合すること。 

附 則 

この告示は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日（平成十八年十月一日）

から施行する。 

 


